
会  議  録  

会 議 の 名 称 第２回行田市環境審議会  

開 催 日 時 平成２４年１１月２１日（水）午後１時３０分～午後３時３０分  

開 催 場 所 行田市教育文化センターみらい  第２学習室  

出席者（委員） 

氏 名 

白井裕泰委員（会長）    伊東政信委員（副会長）  

新井智委員         片山裕喜夫委員  

肥田木光仁委員       濱中紀子委員  

朝見康夫委員        橋本信雄委員      以上８名  

欠席者（委員） 

氏 名 

布施武雄委員        荒井伯夫委員  

飯田尚彦委員                   以上３名  

事 務 局 小巻環境課長        前島主幹        田沼主任  

会 議 内 容 
・平成２４年度版行田市環境報告書について  

・第２次行田市環境基本計画策定経過について  

会 議 資 料 

・次第  

・平成２４年度版行田市環境報告書（案）  

・資料１  アンケート調査／ヒアリング調査／自然環境調査結果  

・資料２  平成２４年度行田市自然環境調査報告書（中間報告）  

・資料３  事業所アンケート結果  

そ の 他 必 要 

事 項 

傍聴人なし  
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発  言  者  会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

白井会長  

 

 

事務局  

 

 

白井議長  

 

 

１．開会  

○平成２４年度「第２回行田市環境審議会」を開催させていただ

きます。  

委員の皆様には、公私ともにご多忙のところ、本審議会にご出

席をいただきまして、誠にありがとうございます。はじめに、本

日の会議資料の確認をさせていただきます。「次第」、「資料１  ア

ンケート調査／ヒアリング調査／自然環境調査結果」、「資料２  

平成２４年度行田市自然環境調査報告書（中間報告）」、「資料３  

事業所アンケート結果」、先に送付させていただきました「平成２

４年度版行田市環境報告書（案）」でございます。また、参考資料

として「行田市環境基本計画（改定版）」もご持参をお願いしてお

ります。よろしいでしょうか。  

それでは、次第に基づき進めさせていただきます。  

本日は、１１人中、８人のご出席をいただいております。従い

まして審議会条例第６条第２項の規定により、本審議会は成立し

ていることを報告させていただきます。  

 

２．挨拶  

○次第２．「挨拶」でございますが、白井会長よりご挨拶お願いい

たします。  

【挨拶】  

 

３．議題  

○それでは、これより次第３．「議事」に移ります。  

議事の進行は、審議会設置条例第６条の規定により、白井会長

にお願いいたします。  

○議事がスムーズに進むようご協力お願いします。なお、本審議

会は公開になっておりますが、今のところ傍聴される方はおりま

せんので会議録での公開のみとなります。  



 2 

 

 

 

事務局  

白井議長  

濱中委員  

 

事務局  

 

橋本委員  

 

 

 

事務局  

 

橋本委員  

 

 

 

 

 

新井委員  

 

事務局  

新井委員  

 

 

伊東委員  

 

 

事務局  

それでは議事に入らせていただきます。  

議事の（１）平成２４年度版行田市環境報告書について事務局

から説明をお願いします。  

【平成２４年度版行田市環境報告書についての説明】  

○ただ今の説明に対して、質問はありますか。  

○１９ページの｢ダイオキシン類発生の防止｣のパトロールは、定

期的に行っているのですか。  

○定期的ではなく、職員が市内に出た時に一緒にという形になり

ます。  

○４ページの｢計画の推進主体及び対象範囲｣について、｢市民（Ｎ

ＰＯ団体）｣の表現は、｢市民＝ＮＰＯ団体｣という意味ですか。な

お、４２ページの基本目標５には｢市民、企業、ＮＰＯとの協働事

業件数｣とあり、市民とＮＰＯが分けて表現されています。  

○｢市民（ＮＰＯ団体）｣というのは、ＮＰＯ団体も市民の組織と

いう事で記載しました。  

○意見ですが、４２ページの基本目標５の表の中にＤ評価が３つ

ありますが、例えば「推進中」や「努力中」、「提案中」という実

情があれば、Ｄ評価は厳しい気がします。目標年度が単年度では

なく平成２５年度時点の目標もあり、他の部分を読まずにＤ評価

だけが一人走りする危険性があるので、評価方法の見直しを行っ

た方がよいと思います。  

○環境アドバイザーと環境アシスタントについて、目標値を挙げ

ていますが、市が努力して増えるものなのでしょうか。  

○個人的なことですので、市としても難しいところではあります。 

○個人の登録ですので、市が頑張ったとしてもなかなか結果に結

びつかないと思います。次期計画時にはそういった部分を踏まえ

て目標を設定した方がよいと思います。  

○｢しました｣という結果だけではなく、｢してどうなったか｣とい

う部分を入れた方がよいと思います。特に教育に関する場合には

必要になってくると思います。  

○今後の検討課題とします。  
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朝見委員  

 

事務局  

 

 

 

肥田木委員  

 

事務局  

 

白井委員  

 

事務局  

 

白井委員  

事務局  

 

朝見委員  

 

 

事務局  

 

 

 

新井委員  

 

 

 

 

事務局  

 

○｢環境アドバイザー｣や｢環境教育アシスタント｣の方が、市政の

中で活躍できる機会はあるのですか。  

○平成２４年２月に｢衛生協力会｣主催で｢ごみを考える集い｣を行

い、「埼玉県環境アドバイザー」の方を講師に向かえ、｢ごみに埋

もれた私たちの暮らしから｣という演題で講演していただきまし

た。  

○４２ページの｢環境にやさしい商品開発数｣について、商品の数

はどのような尺度でカウントしていますか。  

○市と事業者が何らかの繋がりをもった中で開発された商品をカ

ウントしています。  

○２６ページの｢行政による資源リサイクルシステムの整備｣と２

８ページの｢資源物収集の徹底｣は同じことですか。  

○事業としては関連がありますが、別の施策です。ただし、指標

は同じものを設定しています。  

○事業が違うのであれば、指標も違うものになると思います。  

○現在策定作業中の第２次基本計画では、わかりやすい形で記載

したいと思います。  

○４０ページの｢騒動･振動の防止｣について、指標は騒音しかな

く、振動については触れられていませんので、｢騒音｣と｢振動｣は

分けて考えていった方がいいと思います。  

○｢騒音｣については生活環境を保全する上で維持されることが望

ましい基準である環境基準が設定されていますが、｢振動｣につい

ては環境基準がありません。そのため、指標は騒音のみとなって

います。  

○４２ページの｢事業者の環境配慮活動状況｣について、｢ＩＳＯ１

４００１｣の件数が記載されていますが、最近では｢エコアクショ

ン２１｣などローカルマネジメントシステムの種類もたくさんあ

ります。「環境マネジメントシステムの導入」という表現をした方

がよいと思います。  

○｢ＩＳＯ１４００１｣の件数はホームページ上で把握することが

できるため、指標として掲載しています。｢エコアクション２１｣
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白井委員  

事務局  

白井議長  

 

 

事務局  

白井議長  

白井委員  

 

 

 

事務局  

 

白井委員  

事務局  

新井委員  

 

事務局  

 

白井委員  

 

事務局  

 

白井委員  

 

事務局  

 

 

白井委員  

などの環境マネジメントシステムについては今後の検討としま

す。  

○目標はいつ見直すのですか。  

○第２次基本計画が策定される来年度になります。  

○他に質問はよろしいでしょうか。  

それでは、議事の（２）行田市環境基本計画策定経過について

について事務局から説明をお願いします。  

【行田市環境基本計画策定経過についての説明】  

○ただ今の説明に対して、質問はありますか。  

○自然環境調査結果について、平成２４年度の結果が前回調査よ

り｢上回った｣と記載されています。一般的には自然は減っている

と言われていますが、｢上回る｣という事は自然が保全されてきて

いるという事でしょうか。  

○前回調査は１回（秋）だけでしたが、平成２４年度調査は２回

（夏、秋）実施したため、数字としては多くなりました。  

○「上回る」という表現ですと、誤解を招いています。  

○誤解のない表現をします。  

○前回調査が２０種、今回調査が２６種ですが、この差の６種は

植物種･鳥類･哺乳類の何に当たるのでしょうか。  

○今回提示した資料は中間報告であり、前回調査との比較はまだ

まとめていない状況です。  

○自然環境調査の結果、基本計画のどこに反映されるのでしょう

か。  

○環境報告書１７ページ｢市内で確認された鳥類などの種類｣や１

８ページの｢希少種の種類｣のところに反映していきます。  

○その後に｢傷病鳥獣等の保護｣とありますが、具体的にどのよう

な事を行っているのですか。  

○｢傷病鳥獣等の保護｣については、鳥獣等が怪我などで動けなく

なっている場合、職員が保護し、病院に連れて行っています。年

間３～４件あります。  

○もう少し大きな自然保護の取組はありますか。  
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事務局  

 

 

朝見委員  

 

事務局  

 

 

 

白井委員  

事務局  

 

濱中委員  

 

事務局  

 

新井委員  

 

事務局  

朝見委員  

 

事務局  

濱中委員  

新井委員  

 

事務局  

 

 

朝見委員  

 

事務局  

○ＮＰＯの例を１つ挙げさせていただきますと、｢キタミソウを守

る会｣ではキタミソウを保護するため、定期的に河川の清掃や観察

会をしています。  

○魚類は調査対象になっていませんが、特定外来生物のカミツキ

ガメなどを把握するための調査の考えはありますか。  

○次回の調査は５年後の予定ですが、次回調査では｢魚類｣も対象

としていきたいと思います。特定外来生物で対策を行っているの

は｢アライグマ｣です。県から委託されて市が捕獲していますが、

市内でも年間３～５頭は捕獲されます。  

○畑を荒らすような動物とかはあまりいないのですか。  

○タヌキ、アライグマ、ハクビシンがよく畑を荒らしていると聞

いています。  

○空き家が壊れ、倒壊の恐れがあり危ないというものは環境には

入らないのですか。  

○別の部署で検討中です。空き家対策はこれからの行政の大きな

課題になっていくと思います。  

○先程の質問の確認をするのですが、魚類を対象から外した理由

を教えてください。  

○前回との比較を第一に考えて調査を行ったためです。  

○ホタルが飛ぶというのは環境が良いという意味で捉えられてい

ると思いますが、行田市の周辺でも飛んでいるのでしょうか。  

○自生しているホタルがいると聞いたことはありません。  

○昔はいました。  

○ホタルが自生できるようにするための活動が市民の中に起きる

と面白いと思います。  

○現在、｢古代蓮の里ホタルの会｣という団体があります。古代蓮

の里の中に人工的な生息場所を作り、そこにホタルを放流してい

ます。  

○休耕地などによく｢ブタクサ｣がたくさん生えていますが、花粉

症の原因となって周辺の方が困っています。対策はありませんか。 

○空き地については環境課で、農地については農政課で所有者に
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白井議長  

 

 

事務局  

白井議長  

 

 

 

 

事務局  

 

指導をしています。  

○他に質問はよろしいでしょうか。  

それでは、議事の（３）その他について事務局から説明をお願

いします。  

【次回審議会についての説明】  

○以上をもちまして、議事の全てが終了いたしました。  

これをもちまして、議長の職をおろさせていただきます。ご協

力ありがとうございました。  

 

６．閉会  

○白井会長、委員の皆様、長時間にわたりご審議いただきまして、

誠にありがとうございました。  

 これをもちまして、第２回行田市環境審議会を閉会とさせてい

ただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


